
「東京都保健医療計画」の取組状況について（「外国人患者への医療」）

各指標の達成状況評価案（実績１年目）

＜評価に当たっての目安＞
Ａ：達成している Ｄ：達成が遅れている
→策定時と比較して５％以上を目安に良い方に進んでいる。 →策定時と比較して後退している。
Ｂ：概ね達成している －：その他
→策定時と比較して５％未満を目安として良い方に進んでいる。 →実績値が取れない等
Ｃ：やや達成が遅れている
→策定時と比較して変化なし

資料４

【 外国人患者への医療 】 「東京都保健医療計画（令和6年3月改定）」 p.375-381

進捗確認様式

（※１）
選出要件１：以下の全ての
要件を満たす医療機関
①都道府県の医療計画にお
ける二次以上の救急医療機
関であること。
②医療機能情報報告の外国
語対応に関する報告におい
て「受入可能」と回答して
いること。
③医療機能情報報告の外国
語対応に関する報告におい
て外国語で対応可能な電話
番号を報告していること。

選出要件2：上記②と③を
満たす医療機関（診療所・
歯科診療所含む。）

項目 取組 指標名 策定時 目標値

実績

達成
状況

出典

１年目 ２年目 ３年目

外国人患者
への医療 取組１

「外国人患者を受け
入れる拠点的な医療
機関」数

40病院
135診療所
85歯科診療所

計260医療機関
（令和5年12月現

在）

増やす

43病院
154診療所
84歯科診療所

計281医療機関
（令和7年1月）

（選出要件1：
34か所

選出要件2：
247か所）

Ａ
東京都調べ

※令和元年度開始

（※１）

「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」数 ⇒ 達成状況：「Ａ：達成している」
…医療機関数は281医療機関となっており、指標設定時（260か所）から増加しているため、達成状況は「Ａ」とした。
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